
（法第10条第１項関係）

役 員 名 簿

特定非営利活動法人まこと

役 名 氏 名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無

理事

理事

理事

監事

鈴木 公生

田和 孝志

山﨑 澄人

奥村 虔司

愛媛県松山市南久米町１４９番地５

第６ゴトービル４０６号

愛媛県松山市南久米町３９４番地９

愛媛県伊予郡松前町大字南黒田４３７番

地２９

愛媛県松山市祝谷東町乙７６３番地３３

無

無

無

無

（備考）

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

２ 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。

３ 「住所又は居所」の欄には、特定非営利活動促進法施行条例（平成10年愛媛県条例第35

号）第２条第２項に掲げる書面（住民票等）によって証された住所又は居所を記載する。

４ 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受けな

い役員には「無」を記入する。

５ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は、３分

の１以下でなければならない（法第２条第２項第１号ロ）。

６ ２部作成する。


